
沖縄県宿泊税への対応に向けた
システム改修等補助⾦について



1■事業⽬的

システム改修等が必要な事業者の皆さまは、
是⾮、この補助⾦をご活⽤ください。



2■補助⾦交付対象者

本社所在地が沖縄県
以外（国内・海外）
でも沖縄県内に所在
する宿泊施設であれ
ば、補助対象です。

市町村独⾃の宿泊税の導⼊を予定
している本部町、恩納村、北⾕町、
宮古島市、⽯垣市に所在する宿泊
施設についても補助対象です。
ただし、当該市町村⻑に特別徴収
義務者としての登録を申請した者
⼜は申請する予定の宿泊事業者と
なります。

特別徴収義務者として
の登録を知事等に申請
した者⼜は申請する予
定の宿泊事業者となり
ますので、改修、⽀払
いを終え、実績報告を
⾏う⽇までに登録を完
了してください。



3■補助対象の経費



4■補助対象事例

リースに係る⽉額の
使⽤料等は
対象外です。

⾃動チェックイン機等の宿泊税
の徴収に必要な機能以外にも
様々な 機能を有している機器
等に関しては、本事業の補助⾦
ではそのうち、宿泊税の徴収に
かかる必要な機能の追加に要す
る費⽤について、補助対象とい
たします。

想定している改修等の
内容が補助対象経費と
なるか不明な場合は、
予定している内容の分
かる資料（⾒積・カタ
ログ等）をご準備の上、
⼀度事務局へご相談く
ださい。



5■申請から補助⾦交付までの流れ

申請書の作成・提出 ⼀次審査
申請書類確認・審査

⼆次審査
申請審査書類確認

交付決定・交付通知

請求書確認・提出 請求書確認・振込
振込⾦額確認

額確定通知書送付 額の確定・確定通知

交付通知書送付

宿泊事業者様 事務局 沖縄県

審査書類提出申請書の修正
不備がある場合は、修正依頼

システム改修
実績報告書作成・提出
（必ず交付決定後）

⼀次審査
実績報告確認・審査

⼆次審査
実績報告確認・審査

郵送希望者へは申請資料を
送付（返信封筒含む）

請求書作成・提出

代⾦の⽀払い（R9.1.31まで）
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申請前に必ず
「交付要綱」等をご確認ください。

申請・実績報告・請求書発⾏まで、
電⼦申請を基本とします。

＊電⼦申請が難しい場合は、事務局へご相談ください。

●申請期間︓令和８年３⽉１⽇〜６⽉末⽇まで
■申請から補助⾦交付までの流れ

＜※この期間内でシステムの改修を完了する必要はありません。補助⾦を受けるための申請期間となります＞



7■電⼦申請⽅法について
●事業専⽤サイトへアクセス
（沖縄県宿泊税システム改修補助⾦で検索） ●電⼦申請フォーム

②個⼈情報取り扱いに
ついての確認・承認

①ログイン＊トップページにて申請の⼿順の確認や
必要書類もダウンロードが可能

電⼦申請フォームへ遷移します

「はじめての⽅へ」



8■電⼦申請⽅法について
●電⼦申請フォーム
③基本情報の登録

申請に必要な項⽬を⼊⼒
＊未⼊⼒や⼊⼒不備がある

場合は、アラートにてお知
らせします

●⼀度登録した基本情報は、紐づけ
が可能となっており、申請時に⼊⼒
することで、その後の変更や「実績
報告」「⼝座登録・請求書」 の際に
は、メールアドレス・PWのみで簡略
化が可能です。



9■電⼦申請⽅法について
●電⼦申請フォーム
③基本情報の登録

●承認事項を確認いただき、☑
※チェックがない場合は、申請に
進めません。

県税に未納がないことが分かる書類
「沖縄県税の滞納がないこと」の証明
をアップロードください。



10■電⼦申請⼊⼒⽅法について
●電⼦申請フォーム
④申請内容⼊⼒

この画⾯にて、交付申請書（様式第1
号）は、全て⼊⼒済みとなりますので、
改めて作成する必要はありません。

複数施設を申請する際には、
施設ごとの申請となります。

「申請ページ」をクリックしていた
だくと、新しい申請フォームへ移動
し、⼊⼒できます。

※申請者基本情報は、繰り返し⼊⼒
の必要は、ございません。



11■電⼦申請⼊⼒⽅法について
●電⼦申請フォーム
④申請内容⼊⼒
この画⾯にて、実施計画書（様式第1-1号）は、全て⼊⼒済み
となりますので、改めて作成する必要はありません。

※下記提出書類をアップロードいただきます
(A) 補助対象経費算出の根拠となる書類（カタログ、
⾒積書 等）

千円未満は⾃動切り捨てとなります

(E) その他知事が必要と認める書類

(B) 宿泊税特別徴収義務者「証票」の写し

(C) (B)が登録申請前で提出できない場合は旅館業法許
可書の写し⼜は住宅宿泊事業法第３条第１項の届出番
号の通知⼜は標識の写し。
(D) 宣誓・同意書
＊法⼈代表者⼜は個⼈事業主の⾃署となります



12■電⼦申請⼊⼒⽅法について
●電⼦申請フォーム
④申請内容⼊⼒

交付⾦⼊⾦先の⼝座情報の⼊⼒ください。
また、県からの交付⾦⽀払いを⾏うためには、
債権者登録が必要になりますので、所定の
フォーマットへ記⼊いただき、アップロード
ください。

※下記提出書類をアップロードいただきます
●債権者登録申出書
●通帳の写し



13■交付⾦申請⼿続きの主な注意点
システム改修の開始時期は、交付決定通知⽇以降となります。
交付決定前に⾏ったシステム改修等は、原則補助⾦の対象となりま
せんので、ご注意ください。
なお、交付決定前からシステム改修等を⾏う必要がある場合は、
⼀度事務局へご相談ください。

補助⾦対象経費になるか否かご不明の場合は、実施を予定している内
容の分かる資料（⾒積、カタログ等）をご準備の上、⼀度事務局にご
相談ください。内容を確認の上、ご回答いたします。

補助事業において⽀払った経費に含まれる消費税は、仕⼊税額控除の対象と
することができます。消費税も含めた額を補助⾦として受領した場合は、重
複した交付となり、返還の必要が 出てしまいますので、補助⾦との重複受領
を避けるため、消費税額を除いた⾦額を申請してください。
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●事業専⽤サイトへアクセス
（沖縄県宿泊税システム改修補助⾦で検索）

●電⼦申請フォーム
①ログイン（申請時に登録したアドレス・パスワード）
＊基本情報は、申請時に⼊⼒いただいておりますので、
再⼊⼒の必要はございません

電⼦申請フォームへ
遷移します

⼊⼒画⾯に移動します

■電⼦実績報告⼊⼒⽅法について
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●電⼦実績報告フォーム
⑤実績報告内容⼊⼒
この画⾯にて、実績報告書（様式第８号及び
8-1号）は、全て⼊⼒済みとなりますので、
改めて作成する必要はありません。

■電⼦実績報告⼊⼒⽅法について

複数施設を申請する際には、施設ごとの申
請となります。

「実績報告」ボタンをクリックしていただ
くと、新しい申請フォームへ移動し、⼊⼒
できます。

※補助⾦交付額は、千円未満は⾃動切り捨てとなります

千円未満は⾃動切り捨てとなります



16■電⼦実績報告⼊⼒⽅法について
●電⼦申請フォーム
⑤実績報告内容⼊⼒

※下記提出書類をアップロードいただきます

(A) 実施結果が確認できる書類（契約書、納品書、
整備完了報告書、マニュアル）の写し、写真等

(E) その他知事が必要と認める書類

(B) ⽀出が確認できる書類（振込通知書等）の写し

(C) 交付申請の際、宿泊税特別徴収義務者「証票」
の写しを提出していない場合は、これも添付するこ
と。
(D) 沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修等
補助⾦に係る取得財産等管理明細表（様式第13号）
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●事業専⽤サイトへアクセス
（沖縄県宿泊税システム改修補助⾦で検索）

●電⼦申請フォーム
①ログイン（申請時に登録したアドレス・パスワード）
＊基本情報は、申請時に⼊⼒いただいておりますので、
再⼊⼒の必要はございません

電⼦申請フォームへ遷移します

■電⼦請求書⼊⼒⽅法について

⼊⼒画⾯に遷移します



18■電⼦請求書⼊⼒⽅法について

この画⾯にて、精算払請求書（様式第
10号）は、全て⼊⼒済みとなりますの
で、改めて作成する必要はありません。

●電⼦申請フォーム
⑥請求書内容⼊⼒

複数施設ごとに交付決定を受けた場合は、
施設ごとの請求となります。

「請求⼿続き」ボタンをクリックしてい
ただくと、新しい申請フォームへ移動し、
⼊⼒できます。



19■各種通知について
●交付決定通知

●額確定通知
補助⾦額が確定後、「補助⾦確定通知書」を郵送。
ご確認いただき、確定額にて、請求書を発⾏いた
だきます

交付が決定した後、「交付決定通知書」を郵送。

各種通知書につきましては、
重要な書類となりますので、
必ずご確認いただき、保管して
ください。



ご不明点がございましたら、お気軽に事務局までご連絡ください。

20■事務局へのお問い合わせ
事務局は、平⽇10時から17時です。
電話や問い合わせフォームからのお
問い合わせを基本といたしますが、
ご希望に応じてオンライン
（zoom）での対応も可能です。

●フリーダイヤル
0120-153-048

●事業サイトからの
お問い合わせ


